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ご 注 意 

 

 

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

弊社製品の PSE 適合範囲について下記の通り、ご連絡申し上げますので 

ご使用の際には、ご注意頂きます様、お願いいたします。 

 

記 

 

弊社は、工業用制御機器・装置内に取付けて製品仕様で製造しております 

ので、一般電気工作物で使用出来ません。 

一般電気工作物で使用する場合には、別途 PSE 適合品を用意しておりますので 

最寄の営業所にお尋ねください。 

    

PSE 適合品：スイッチ付ヒューズ端子台(スイッチ付 FTB のみ対象です) 

  形 式   ： 

下記形式の末尾に PSE を追記又は、PSE 品と明記して、ご発注ください。 

FTB-5SW－※A、     FTB-10SW－※A、    FTB-5NSW－※A 

FTB-10NSW－※A、  FTBMP-5SW－※A、  FTBMP-10SW－※A 

FTBMP-5NSW－※A、 FTBMP-10NSW－※A 

FTBSMP-5SW－※A、 FTBSMP-10SW－※A、 FTBSMP-5NSW－※A 

FTBSMP-10NSW－※A    

※：ヒューズの定格電流値が入ります。 

    

補足説明：一般電気工作物とは、600Ｖ以下の電圧で受電し、その受電場所と 

同一の構内で電気を使用する電気工作物をいう。 

          (一般家庭、商店等の屋内配線設備などが該当いたします) 

以上 

 


